
聖

籠
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示

第

十

九

号

 

聖

籠

町

チ

ャ

イ

ル

ド

シ

ー

ト

購

入

費

助

成

事

業

実

施

要

綱

の

一

部

を

改

正

す

る

告

示

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 
平

成

二

十

五

年

三

月

二

十

一

日

 

聖

籠

町

長 

渡

邊 

廣

吉

 

聖

籠

町

チ

ャ

イ

ル

ド

シ

ー

ト

購

入

費

助

成

事

業

実

施

要

綱

の

一

部

を

改

正

す

る

告

示

 

聖

籠

町

チ

ャ

イ

ル

ド

シ

ー

ト

購

入

費

助

成

事

業

実

施

要

綱

（

平

成

十

一

年

聖

籠

町

告

示

第

百

三

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

中

「

一

年

以

上

住

所

を

有

す

る

も

の

で

、

聖

籠

町

に

住

所

を

有

す

る

就

学

前

の

乳

幼

児

の

た

め

」

を

「

住

所

を

有

す

る

就

学

前

の

乳

幼

児

と

同

居

し

、

か

つ

、

聖

籠

町

に

一

年

以

上

住

所

を

有

す

る

父

母

で

、

当

該

乳

幼

児

の

た

め

」

に

、

「

国

土

交

通

省

の

」

を

「

国

土

交

通

省

が

」

に

改

め

る

。 

第

四

条

中

「

の

申

請

」

を

削

り

、

「

者

は

」

の

次

に

「

、

チ

ャ

イ

ル

ド

シ

ー

ト

を

購

入

し

た

日

か

ら

三

月

以

内

に

」

を

加

え

る

。 

附 

則 

 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

告

示

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

経

過

措

置

） 

２

 

こ

の

告

示

の

施

行

の

際

現

に

平

成

二

十

五

年

一

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

五

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

チ

ャ

イ

ル

ド

シ

ー

ト

を

購

入

し

、

か

つ

、

助

成

を

受

け

よ

う

と

す

る

場

合

は

、

当

該

購

入

日

を

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

と

み

な

す

。 


